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令 和 ８ 年 
        第 １ 回 臨 時 会 議 案 
小樽市議会 



 令 和 ８ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       議案第１号 
 小樽市議会 

 

   令和７年度小樽市一般会計補正予算 

 令和７年度小樽市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 880,908 千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 69,177,837 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

  令和８年１月２３日提出 

                      小樽市長 迫  俊 哉 

 



第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

 
 

   千円 千円 千円 

17 国 庫 支 出 金   13,671,892 708,908 14,380,800 

  2 国 庫 補 助 金 2,898,469 708,908 3,607,377 

20 寄 附 金   1,270,558 100,000 1,370,558 

  1 寄 附 金 1,270,558 100,000 1,370,558 

21 繰 入 金   3,216,087 72,000 3,288,087 

  2 基 金 繰 入 金 3,180,244 72,000 3,252,244 

       

歳 入 合 計 68,296,929 880,908 69,177,837 

 

歳 出 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

    千円 千円 千円 

2 総 務 費   6,490,499 631,908 7,122,407 

  1 総 務 管 理 費 5,955,898 631,908 6,587,806 

3 民 生 費   27,476,933 226,000 27,702,933 

  2 児 童 福 祉 費 6,365,569 226,000 6,591,569 

8 土 木 費   7,721,008 23,000 7,744,008 

  6 港 湾 費 2,481,181 23,000 2,504,181 

       

歳 出 合 計 68,296,929 880,908 69,177,837 

 



第２表 繰越明許費 

  

款 項 事   業   名 金   額 

   千円 

総 務 費 総 務 管 理 費 物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金 

関 係 事 業 費 

（所得割非課税世帯向

け物価高騰支援給付金

給 付 事 業 費 ） 

４３２，９０８ 

  物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金 

関 係 事 業 費 

（物価高対応子育て応

援 手 当 支 給 事 業 費 

（ 市 上 乗 せ 分 ） ） 

５０，０００ 

民 生 費 

 

児 童 福 祉 費 物価高対応子育て応援

手 当 支 給 

事 業 費 

２２６，０００ 

 

 

第３表 債務負担行為補正 

（追 加） 

事 項 期 間 限 度 額 

  千円 

物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 地 方 創 生

臨 時 交 付 金 関 係 事 業 費

（ お た る プ レ ミ ア ム 付

商 品 券 事 業 費 ） 

令 和 ８ 年 度 

 

 

 

４０５，０００ 

 

 

 
   

 



 令 和 ８ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       議案第２号  
 小樽市議会 

 

   令和７年度小樽市港湾整備事業特別会計補正予算 

 令和７年度小樽市の港湾整備事業特別会計の補正予算は、次に定めるところ

による。 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 23,000 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 607,089 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和８年１月２３日提出 

                      小樽市長 迫  俊 哉   

 



別表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

  
 

  千円 千円 千円 

2 繰 入 金   105,508 23,000 128,508 

  1 一般会計繰入金 105,508 23,000 128,508 

       

       

歳 入 合 計 584,089 23,000 607,089 

 

歳 出 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

  
 

  千円 千円 千円 

1 港湾整備事業費   266,635 23,000 289,635 

  1 港湾整備事業費 266,635 23,000 289,635 

      

     

歳 出 合 計 584,089 23,000 607,089 

 



 令 和 ８ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       報告第１号 
 小樽市議会 

 

   専決処分報告 

 令和７年度小樽市一般会計補正予算を、地方自治法第１７９条第１項の規定

に基づき、令和８年１月１９日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。 

  令和８年１月２３日提出 

小樽市長 迫  俊 哉   



   令和７年度小樽市一般会計補正予算 

 令和７年度小樽市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 68,700 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 68,296,929 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

    千円 千円 千円 

18 道 支 出 金   4,377,948 68,700 4,446,648 

  3 道 委 託 金 308,407 68,700 377,107 

歳 入 合 計 68,228,229 68,700 68,296,929 

 

 

歳 出 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

    千円 千円 千円 

2 総 務 費   6,421,799 68,700 6,490,499 

  4 選 挙 費 68,582 68,700 137,282 

歳 出 合 計 68,228,229 68,700 68,296,929 
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